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第２章 新しい税制改正の仕組み 
 
１．新しい税制調査会の設置 

（前略） 
これらに加え、税制については専門的・技術的な見地からの検討も必要です。このため、第５章で述べる

とおり、税制の専門家として中長期的視点から税制のあり方に関して助言を行う専門家委員会を近日立ち上
げることとしています。 

（後略） 
 
第５章 今後の進め方 
 

このたびの大綱で、税制調査会は年度税制改正だけでなく、第１章では基本的考え方、第３章では中長期
的な改革の方向性も示しました。 

今後、経済財政運営の方針、中長期的な財政健全化の道筋、社会保障制度改革、真の地域主権に向けた国・
地方の役割分担や地方消費税も含めた地方税制のあり方、低炭素社会の実現に向けた取組に関する政府全体
の検討を踏まえながら、税制の抜本改革を実現していく必要があります。 

そのためには、このたびの大綱を踏まえ、さらに議論を深掘りする必要があります。 
議論を深掘りするに当たっては、過去の経験からも学ぶ必要があります。その意味で80年代以降の内外の

税制改革の総括も必要です。 
そのため、第２章で述べた通り、専門家委員会を近日立ち上げ、税制全般にわたり詳細な検討を進めます。

専門家委員会の議論には政治家も加わります。専門家委員会には、税制抜本改革実現に向けての具体的ビジ
ョンの全体像について助言を求めていくことになりますが、それに当たっては、80年代以降の世界的潮流の
中での内外の税制改革を総括しつつ、検討すべき課題を見出していきたいと考えています。そうした課題の
中には、給付付き税額控除の制度設計や国際課税などの実務的・技術的な検討課題もあります。 

税制調査会は、専門家委員会のこうした助言を受けながら、内閣官房国家戦略室とも連携しつつ、歳出・
歳入一体の改革が実現できるよう、税制抜本改革実現に向けての具体的ビジョンとして、工程表を作成し、
国民の皆様にお示しします。 

同時に、国民を代表する政治家が各々国民と議論を交わし、国民の納得を得た上で、工程表に基づき税制
の抜本改革を実現します。 

平成22年度税制改正大綱（抄） 
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市民が担う公益活動を資金面で支える上で寄附の役割は重要です。市民公益税制に係るプロジェクト・チ
ーム（ＰＴ）を設置し、平成22年４月末を目途に成果を得るよう改革に向けた検討を進めます。ＰＴでは、
寄附税制に加え、公益活動を担う法人（ＮＰＯ法人や公益法人など）に係る税制についても検討を行います。 

なお、社会保障・税共通の番号制度やこれを付番・管理する歳入庁の設置については、税制のみならず、
社会保障制度も関連することから、税制調査会のＰＴと並行して、内閣官房国家戦略室を中心に、府省横断
的に検討を行うこととします。 

従来、公共は行政により専ら担われてきました。昨今、市民・事業者・行政が協働して課題を解決してい
く「新しい公共」の役割が重要性を増してきています。 

第３章でも述べたとおり、市民公益税制に係るプロジェクト・チームにおいて、寄附税制や公益活動を担
う法人（ＮＰＯ法人や公益法人など）に係る税制について、専門的・総合的観点から検討します。（後略） 

少子高齢化が進む中、国民が安心して暮らすことのできる社会を実現するため、教育や子育て、街づくり、
防犯や防災、医療や介護・福祉などの公益活動に市民が積極的に参加していけるよう、社会全体で支えてい
く必要があります。  

以上、（１）納税者権利憲章（仮称）の制定、（２）国税不服審判所の改革、（３）社会保障・税共通の番号
制度導入、（４）歳入庁の設置、等について、具体化を図るため、税制調査会の下にプロジェクト・チーム（Ｐ
Ｔ）を設置します。特に、（１）（２）（３）については１年以内を目途に結論を出します。 

（５）市民公益税制プロジェクト・チームの設置 

（６）納税環境整備に係るＰＴの設置 

８．市民公益税制（寄附税制など） 

第３章 各主要課題の改革の方向性 

第４章 平成22年度税制改正 

１．納税環境整備 

11．検討事項 
〔国税〕 

 

 

 

 

 

 


